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結核診査協議会は有効に機能 しているか?

1伊藤 邦彦2小 林 典子2永 田 容子3吉 山 崇

1和 田 雅子3尾 形 英雄

要旨:〔 目的〕薬剤耐性結核対策の観点から現行の結核診査協議会(以 下,診 査会)が 有効に機能して

いるかどうかを推測する。〔対象と方法〕主に保健所保健師を対象 とした結核研修会におけるアンケー

ト調査を基に,継 続申請の治療内容診査の現状を調査推定する。〔結果〕有効回答は137で,こ のうち

57(41.6%)の 診査会は,治 療に関する診査を実質行わないか,ま たは約半分以上の症例で薬剤感受

性に関する情報を得ないまま診査を行っていると推測 された。これ以外の80の 診査会においても13

(16.3%)の 診査会では少なくない症例で実質的な自己診査が行われていることが推測された。良好に

機能していると推測される診査会は44診 査会(32.1%)に す ぎなかった。〔考察 と結論〕現状ではかな

り多 くの診査会が治療内容診査の面で機能不全に陥っているものと推測される。薬剤耐性結核対策の

観点から,今 後診査会制度の改革と機能強化が望まれる。
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背景と目的

結核対策の基本は活動性結核患者を薬剤耐性化させる

ことなく確実に治癒せ しめることにある。薬剤耐性結核

の発生や難治化の要因には治療方針の拙劣さが関係する

ところが多いことは周知の事実であ り1),われわれがこ

れまで複数の報告で主張 してきたことでもある2)～4)。一

方,治 療の適正化を図る指導機関として結核診査協議会

(以下,診 査会)は 重要な役割を果たすことが可能な立

場にある。 しか し,治 療失敗例の分析からは,多 くの診

査会が治療内容診査の面で機能不全に陥っている可能性

が示唆されている4)。

本報告は,保 健所で結核業務に従事する保健師へのア

ンケー トを基に,形 式的な面に限定して診査会の治療内

容診査機能の実態を推測する。これによって本格的な公

的調査の必要性を主張し,ま た今後診査会の機能強化等

の改革を考慮するにあたっての基礎資料の一つとするこ

とを目的とする。

方 法

結 核 予 防 会 が2002年 度 以 降 に 開催 した複 数 の研 修 会

(い ず れ も主 に保 健 所 保 健 師 を対 象)に お い て,Table1

の 内容 の ア ンケ ー トを無 記 名 随 意 で行 っ た。 原 則 的 に ほ

ぼ毎 回 な い し定 期 的 に診 査 会 に 出席 す る保 健 師 を対 象 に

回答 を募 っ た が,そ れ以 外 の保 健 師や 病 院看 護 師 か らは

白紙 の ア ンケ ー ト用 紙 を提 出 して も らっ た。 ア ンケ ー ト

は治 療 に 関す る講 義 等 が 行 わ れ る研 修 の初 期 に行 い,ア

ンケ ー トの説 明 はす べ て 同一 の人 間が 行 っ た。

Q.1とQ.2の 回答 に基 づ い て診 査 会 の薬 剤 感 受 性 把 握

度 を推 測 し,こ れ に よ っ て診 査 会 の 「暫 定 的 機 能 評 価 」

をH(High),M(Moderate),L(Low)に 分 類 す る。Q.1

とQ.2の 回 答 が 矛 盾 す る場 合 に はinconsistent answerと

して 分 析 対 象 か ら 除外 す る。 こ れ ら はTable 2の よ う に

定 義 す る。

暫 定 的機 能 評 価Lの 診 査 会 の す べ て,お よび 暫 定 評 価

H or Mの う ちでQ.3-a and/or Q.3-bに マ ー ク の あ る(実

質 的 に治 療 内容 の 診 査 を行 っ て い な い)場 合 を 癌(診査

会)機 能 不 全 」と定 義 す る。
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Table 1 The Question Sheet

Table 2 Presumptive evaluation of function of TB 

advisory committee
本調査での 「実質的自己診査」は,申 請者主治医 と診

査会委員が同一の場合のみならず,同 一病院の主治医か

らの申請も含めた。後者の場合,多 くの例では結核病棟

ない し結核診療の各病院の責任者が委員を務めることが

ほとんどであると推測されるためである。暫定的機能評

価Hで かつ 「実質的自己診査」例が少ないと推測される

診査会(Q.3-c=No)を 「良好 に機能 している」診査会

と定義する。
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結 果

4つ の連 続 した研 修 会 で ア ンケ ー トを行 い,参 加 者 は

合 計253人(う ち19人 は病 院 ない し診 療 所 看 護 師,同 一

個 人 の重 複 参加 は無 し)で あ っ た。 出 身地 域 は北 海 道 か

ら沖 縄 ま で満 遍 な く分 布 して い た 。 政 令都 市 等 の 大 ～ 中

規 模 の都 市 か らは複 数 の 参 加 が 見 られ る こ とが 多 か っ た

が,こ の他 で は 同一 保 健 所 か らの 複 数 参加 と思 わ れ る も

の は ほ とん ど見 られ なか った 。 しか し診 査 会 の 設 置状 況

が 不 明 な ため,同 一 診 査 会 か らの 重 複 参加 人 数 の把 握 は

不 可 能 で あ った 。

ア ンケ ー トは204名(80.6%)か ら 回 収 され,う ち61

例 は 白 紙 回答,4例 で は 記 載 もれ が あ り,2例 は 「よ く

わか らな いが 印象 に基 づ い て 記 載 した」と コ メ ン トさ れ

て い た。 こ れ らを 除外 した137例 の 回 答 集 計 の サ マ リー

をTable 3,Table 4に 示 す 。 矛 盾 し た 回 答(inconsistent

 answer)は 皆 無 で,こ れ ら137回 答 を有 効 回 答 と して 分

析 対 象 と し た。Table 3に 示 す よ う にQ.1とQ.2の 回答

は よ く相 関 して い た 。 す なわ ちQ.1で1と 回答 した もの

で は すべ て が暫 定 的機 能評 価Hで あ り,Q.1で2と 回答

した もの は すべ て暫 定 的機 能 評 価M,Q.1で3と 回答 し

た もの は すべ て暫 定 的機 能 評 価Lで あ っ た。

Table 4に 示 す よ う に,の べ137診 査 会 中57(41.6%)

の診 査 会 が方 法 に述 べ た定 義 に従 っ て 「機 能不 全 」に陥 っ

て い る もの と推 測 さ れ た 。 しか し こ の他 の80診 査 会 に

Table 3 Summary of answers for Q. 1 and Q. 2

おいても,Q.3-cの 回答か ら21(26.3%)の 診査会では

少 なくない症例で 「実質的 自己診査」が行われているも

のと推測 された。暫定的機能Hで かつ「実質的自己診査」

のあまり見られない診査会,す なわち 「良好に機能 して

いる」と推測 される診査会 はのべ44診 査会,全 体の

32.1%に すぎなかった。

考 察

(1) 診査会の治療内容診査に関する法的位置づけ

診査会 による治療方針の診査や指導に関する機能/権

限のあり方については,法 的にも曖昧な点が多いと考え

られており(た とえば結核[2003;78.No.8]の 「編集委

員だより」),こ の面での診査会機能を否定するような意

見も時に聞かれる。

しか し,旧 厚生省通知 「結核予防法施行規則の一部を

改正する省令等の施行について」(昭 和38年5月1日 衛

発第347号)に は 「公費負担の申請に当たって菌検査が

行なわれていないとき… 治療法の適応の選択が適当で

ないと認められたとき等には,合 否決定前に主治医と連

絡してその意見を徴 し,必 要があれば申請内容の変更を

求めること」とあり,ま た第35条 申請の医療内容につい

ても「結核予防法指定医療機関医療担当規定第5条 の2」

(昭和26年10月13日 同省告示第223号 ・下記当該条項は

第7次 改正/昭 和38年5月1日 同省 告示第220号 によ

る)に 「結核予防法第35条 に規定する医療の方針につい

ては… 「結核医療の基準』による」と明記されている。

さらに,同 省通知 「結核予防法施行規則の一部を改正す

る省令等の施行 について」(昭 和38年5月1日 衛発第

347号)に は 「結核診査協議会は… 適正医療普及施策

上極めて重要な指導的位置を占めるものであるが,今 回

の改正(=当 時の 「結核医療の基準」の全面改正)に よっ

て同協議会の役割がさらに重要性を増している」とある。

以上か ら,法 的観点からも診査会は 「結核医療の基準」

Table 4 Evaluation of function of TB advisory committees

Shaded boxes mean dysfunction of TB advisory committee
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に基づき34,35条 の両申請につ き治療方針の適正性に

関する診査 を行い,必 要に応 じて主治医に助言するよう

期待されている機関であるとしてよいものと思われる。

(2) 診査会による治療内容診査の実際的重要性

結核診査会が治療内容の診査 を行い適切な助言を行 う

機関として良好に機能していれば,薬 剤耐性結核対策上

非常に有用であろう1)～4)。実際に結核診査会による治療

内容診査や指導によって,適 正医療結核の普及が推進さ

れたとする報告 もあ り5),結核対策の観点から診査会機

能の強化の必要性を論 じる文書も近年散見される5)～7)。

1999年 の結核病学会予防委員会はこれか らの結核対

策のあ りかたに言及 した文書で,診 査会が治療の精度向

上をはか り適正な結核医療を普及させる役割を担うよう

提言 している6)。また厚生科学審議会の 「結核対策の包

括的見直 しに関する提言」においても適正医療の普及徹

底のため診査会の機能強化が提案されている7)。これら

を踏まえて診査会の運営に関する実際的提言も近年複数

行われている8)9)。これらは結核対策の実際的観点から

も,診 査会による治療内容診査の重要性を裏付けるもの

であると考えられる。

(3) 今回の調査 と結果について

診査会機能の実態については不明な点が多 く,わ れわ

れの知 りうるか ぎり全国調査に類するものはない。また

実際に試みたとしても治療内容診査の面における機能を

直接調査するのは,方 法論的にも非常な困難が予想され

る。以上から本調査では形式的な面に限定 して保健所保

健師へのアンケー トから間接的に推測するに留まった。

今回の調査が きわめて概略的な推測に留まることは論

を俟たない。第一に対象 となっている保健所の選択バイ

アスについては不明であり,無 記名アンケー トであるこ

とか ら重複 して対象 となっている診査会数 も不明であ

る。また経験の違いから,保 健師の結核に関する知識に

もかなりの差があるものと推測され,そ の信頼度 も不明

である。質問に対する回答に関しても客観性の保証の点

では不明瞭である。以上から,今 回の調査による推測の

精度には不明な点が多いと言わざるを得ない。 しかし,

アンケー ト母集団である参加者の名簿からは同一保健師

の複数回参加は皆無であり,出 身地域 も全国に満遍なく

分布 しており,同 一施設からの複数人参加は極 く少数に

留 まるものと推測された。また,137回 答中inconsisten t

answerは 皆無であり,ア ンケー ト内容は充分に理解 され

ているものと思われ,回 答にもある程度の信頼性がある

ものと思われる。加えて,方 法に述べた 「機能不全」の

基準がきわめて甘い基準であることは明白であり,さ ら

に今 回 の調 査 は形 式 的 な面 に 限定 して お り治 療 内 容 診 査

そ の もの の適 正 さ につ い て は一 切 考 慮 され て い ない 。

以 上 か ら,今 回 の調 査 結 果 はそ れ ほ ど高 い 精 度 を保 証

す る もの で は な い にせ よお お よそ の 全 国的 傾 向 は把 握 し

得 て い る もの と推 測 さ れ,し か も診 査会 機 能 不 全 の 状 況

を過 小 評 価 して い る可 能 性 が 高 い もの と思 われ る。 そ れ

で も本 調 査 で は 治 療 内 容 診 査面 にお い て は 約40%の 診

査 会 が 治 療 内容 診 査 の 面 で 「機 能不 全 」に陥 っ て い る も

の と推 測 さ れ,暫 定 機 能 評 価Hで か つ 「実 質 的 自己 診査 」

の見 られ な い 「良 好 に機 能 して い る 」診 査 会 は約30%に

す ぎな か っ た。 無 論 こ れ らの数 字 そ の ものが 実 態 を 的確

に表 現 して い る か ど うか につ い て は議 論 の余 地 が あ る に

せ よ,わ れ わ れ の こ れ ま で複 数 の報 告 で の主 張 と併 せ れ

ば2)～4),多 くの診 査 会 が機 能不 全 に陥 って い る可 能 性 は

濃 厚 で あ る と言 わ ざ る を得 な い。 本 調 査 の結 果 は,今 後

よ り客 観 性 を備 え た公 的調 査 の必 要 性 を示 唆 して い る も

の と思 わ れ る。 また そ の よ うな調 査 に よっ て診 査 会 の機

能不 全 が 明確 に な っ た場 合 に は,薬 剤 耐 性 結 核 対 策 の要

の 一 つ と して 診 査 会 制 度 は 早 急 に見 直 し が 必 要 と な ろ

う。全 国 で診 査 会 の た め に必 要 とさ れ る公 費 の総 額 は不

明 だ が,委 員へ の謝 金 の み で も少 な く見 積 もっ て年 間数

億 円 が 費 や され て い る もの と推 測 され る。 結 核 対 策 の効

率化 に 向 け て結 核 予 防法 体 系 の改 革 が計 画 さ れ て い る 中

で,診 査 会 の機 能 に つ い て も適 切 な評 価 を行 い,そ れ に

応 じて 改 革 に 向 か うべ き必 要 性 が あ る もの と思 わ れ る。
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ARE TUBERCULOSIS ADVISORY COMMITTEES WELL-FUNCTIONING?

1 Kunihiko ITO
, 2Noriko KOBAYASHI, 2 Yoko NAGATA, 3 Takashi YOSHIYAMA, 

1 Masako WADA
, and 3 Hideo OGATA

Abstract [Purpose] To evaluate the function status of TB 

advisory committee to assess treatments of tuberculosis.

[Object and Method] Estimate by questionnaire sheets to 

public health nurses attending to seminars on tuberculosis at 
Research Institute of Tuberculosis.

[Result] 137 answers are available for analysis. Of these, 
57 (41.6%) TB advisory committees are estimated not to 

assess treatments of tuberculosis at all and/or to assess treat

ments without necessary informations on drug sensitivity in 

more than around half of the cases. In 13 (16.3%) committees 

of the other 80, many cases are in fact self-assessed. Number 

of committees that are estimated to functioning well is only 44 

(32.1%).
[Conclusion] Many TB advisory committees are estimated 

to be malfunctioning from the stand point of assessments of 

treatment. As TB advisory committee is one of key agency to

control drug-resistant tuberculosis, its reform and revitaliza

tion are urgently needed.

Key words:Drug resistance, Tuberculosis control law, 

Tuberculosis advisory committee, Drug sensitivity test
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